
令和８年度愛知県新型コロナワクチン副反応等見舞金支給要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、予防接種法（昭和 23 年法律第 68 号）に基づく臨時に行う

予防接種として実施された新型コロナワクチンの接種を受けた後、副反応又

は副反応が疑われる症状（以下「副反応等」という。）を発症し、医療機関で

治療を受けた県民の経済的負担を軽減することを目的とする見舞金の支給に

関し必要な事項を定めたものである。なお、支給に関しては、この要綱で定め

るもののほか、愛知県補助金等交付規則（昭和 55 年愛知県規則第８号）に定

めるところによる。 

 

（支給対象） 

第２条 見舞金の支給対象は、予防接種法第 15 条に基づき国が実施する予防接

種健康被害救済制度による医療費・医療手当の救済申請（以下「国救済申請」

という。）を県内市町村へ行い、当該市町村でその申請が受理された者とする。 

 

（支給金額） 

第３条 見舞金の支給金額は、国救済申請の医療費（自己負担分）の２分の１に

相当する額とする。 

２ 前項による算出の結果、一円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て

るものとする。 

 

（申請方法） 

第４条 見舞金の支給を受けようとする者は、「愛知県新型コロナワクチン副反

応等見舞金支給申請書兼請求書（様式第１号）」を知事に提出する。 

２ 申請者は、第２条で規定する国救済申請１件につき、本申請を１回行えるも

のとする。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りではない。 

 

（支給の決定等） 

第５条 知事は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査

し、見舞金の支給の可否を決定し、「愛知県新型コロナワクチン副反応等見舞

金支給決定通知書（様式第２号）」又は「愛知県新型コロナワクチン副反応等

見舞金不支給決定通知書（様式第３号）」により申請者に通知する。 

 

（実績報告） 

第６条 愛知県補助金等交付規則第 13 条に定める実績報告は、第４条第１項に

定める書類をもって代えるものとする。 



（決定の取り消し等） 

第７条 知事は、見舞金の支給の決定を受けた者が、当該支給を受ける資格がな

いと判明したときは、支給決定を取り消すことできる。 

２ 知事は、見舞金を支給する旨の決定を受けたものが偽りその他不正の手段

により支給決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すことができる。 

 

（見舞金の返還） 

第８条 前条第１項又は第２項により支給決定を取り消した場合において、既

に見舞金が支給されているときは、当該見舞金の支給を受けた者は、知事が定

める日までに見舞金を返還しなければならない。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


